
令和８年度 当初
予算事業説明書

農業委員会事務局



款 項 目

％

農業委員会の円滑な運営を行うために必要な経費を計上するもの
【主な業務】

・農業委員、農地利用最適化推進委員の活動支援
【農業委員、農地利用最適化推進委員の人数及び報酬】
　　農業委員７名　会長１名、職務代理１名、委員５名 　　農地利用最適化推進委員１１名
・農業委員会総会（年１２回開催）の運営
・遊休農地解消に向けた農地パトロール、農業者との話し合いに係る事務経費

（予算計画）

農業委員報酬
会　　　長 45,000円×12月×1名 ＝ 540,000円
職務代理 32,000円×12月×1名 ＝ 384,000円
委　　　員 29,000円×12月×5名 ＝ 1,740,000円

農地利用最適化推進委員
委　　　員 29,000円×12月×11名 ＝ 3,828,000円

活動実績による報酬（能力給） 2,500,000円

2,700円×2回×5名
円
円

円
円
円

　 5,170円/台×6台
円 研修視察のための高速道路料金

（歳入内訳　単位：千円） （歳出内訳　単位：千円）

会計名 一般会計

事業名 2 農業委員会事務費 所属名 農業委員会事務局

5 農林水産業費 1 農業費 1 農業委員会費

根拠法令・要綱等

成果目標
（本年度目指すことは何か）

農業者からの農地利用の相談、集積集約化のための農業委員
会業務を適正に管理し、農地の適正利用を図るとともに遊休農
地の拡大防止及び解消を図る。

名称 農地法
URL https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229

名称 農業委員会等に関する法律
URL

目
的

対象
（誰、何に対してか）

農業者、農業委員及び農地利用最適化推進委員
総合計画における位置づけ

③活力ある産業で輝くまちづくり

意図
（対象をどうするか）

農地の適正な利用を図るために必要な農業委員会業務を円滑
行う。

「４つの挑戦」から見た位置づけ
④活力に挑戦（産業振興と賑わいのまち）

https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000088

本事業の必要性
（現状・成果・課題など）

農地の権利移転、貸借、転用など農地に係る取引等について
は、農地法等関係法令の規定により農業委員会の許可等が必
要である、法的な事務処理を農業委員会が行うため事務である
とともに、農地の出し手と借り手をつなぎ、農地の適正な利用を
図るための事業である。

名称 農業経営基盤強化促進法
URL https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000065

名称 南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

URL https://www.town.nanbu.tottori.jp/reiki/reiki_honbun/r049RG00000140.html

名称 南部町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

URL https://www.town.nanbu.tottori.jp/reiki/reiki_honbun/r049RG00000825.html

比較
前年度 本年度 差引 増減

事
業
の
目
的
・
成
果
目
標
・
必
要
性

名称 南部町農業委員会規則
9,925 千円 10,039 千円 114 千円 1.1 URL https://www.town.nanbu.tottori.jp/reiki/reiki_honbun/r049RG00000358.html

前年度予算比±30％以上の理由

　　　　　 　　　　非該当
【事業内容】

【本年度の計画】

節 細節 予算額 主な支出内容

農業委員改選に伴う農業委員会委員候補者選定委員会

旅 費 普 通 旅 費 322,000 全国会長大会（年2回）、農業委員会職員全国研究会等旅費
交 際 費 交 際 費 34,000 会長大会懇談会、西部地区会長協議会懇談会会費等

報 酬
委 員 報 酬 8,992,000 円

非 常 勤 報 酬 27,000 円

需 用 費
消 耗 品 費 258,000 円

農業委員、農地利用最適化推進委員改選に伴う委員章、参考書
籍等の購入費
コピー代、書籍代等事務用品

燃 料 費 52,000 公用車ガソリン代、視察研修用バス軽油代

使用料及び賃借料
使 用 料 32,000 円

タブレットデバイス管理ソフト（MDM）使用料

通 行 料 10,000

役 務 費
通 信 運 搬 費 118,000 総会議案書等郵送料、タブレット通信料：1,210円×6台
その他保険料 18,000 公務災害補償保険料　1,000円/年×18名

負 担 金 補 助 及 び
交 付 金

負 担 金 169,000 円
農業会議負担金、西部会長協議会負担金、女性協議会負担金、
全国大会懇談会負担金（年2回）

款-項-目-節 科　目　名　称 前年度予算額 本年度予算額 節 前年度予算額 本年度予算額
15-2-4-1 農業委員会補助金 1,729 1,665 1　報酬 8,992 9,019

322
15-2-4-1 農地利用最適化交付金 2,923 2,575 9　交際費 40 34
15-2-4-1 国有農地等管理事業事務取扱交付金 18 18 8　旅費 377

307
11　役務費 129 136

15-2-4-1 機構集積支援事業補助金 780 55 10　需用費 186

42
18　負担金補助及び交付金 169 179
13　使用料及び賃借料 32

計 9,925 10,039 計 9,925 10,039
一般財源 4,475 5,726

令和８年度予算に係る変更点：「農業委員報酬」を「農業委員会事務費」に
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（活動計画）

・全国農業委員会会長大会（5月下旬　東京）
参加予定：会長、事務局1名

・全国農業委員会会長代表者集会（11月下旬　東京）
参加予定：会長、事務局1名

・農業委員会職員全国研究会（10月下旬　東京）
参加予定：事務局1名

・遊休農地パトロールの実施（8月～１２月）
・ローゼル有機栽培に関する講習会（随時）
・非農地判定に係る特別委員会の開催（随時）
・農地貸借に係る地権者、耕作者との調整・手続支援（随時）
・農業振興地域整備計画変更審査会の開催（2月、6月、10月）
・農業委員会委員候補者選定委員会の開催（4月）

 7名以内の委員により構成される選定委員会で応募者の中から
農業委員の候補者を選定
選定された候補者について、議会（6月議会を予定）の同意を得て
町長が任命

・農地利用最適化推進委員候補者選定委員会の開催（6月）
 農業委員会会長、職務代理者及び会長が指名する農業委員で
7名以内の委員により構成される選定委員会で応募者の中から
最適化推進委員の候補者を選定
 選定された候補者について、新任の農業委員会が委嘱

事業名 2

農業会議研修参加、研修視察 ・農業委員会特別研修会（12月）　鳥取県中部

農業委員会大会・研究集会参加

農地適正利用・保全に係る活動

農業委員及び農地利用最適化推進委
員の改選に関する業務

農業委員会事務費 所属名 農業委員会事務局

項目 活動予定

農業委員会総会の開催
・毎月１０日前後に開催（年１２回開催）
主な審議内容：農地法第3条、第4条、第5条に関する許可、農用地利用集積等促進
計画案の意見照会に対する意見審議、
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款 項 目

％

・国民年金加入の農業者に対し、将来の安定した年金受給のため上乗せ年金である農業者年金加入促進を図る。
〇年金加入促進対象者数（見込み）　１１名

・受給者及び加入者に対して、円滑な年金受給・事務手続きができるよう事務を行う。
〇農業者年金受給者数（R7.10.31現在） ４０名（西伯地区：１６名　会見地区：２４名）
〇農業者年金加入者数（R7.10.31現在）　　５名（西伯地区：３名、会見地区２名）

・農業者年金受給者の親睦団体である農業者年金友の会の運営支援を行う。
〇農業者年金友の会会員数（R7.10.31現在） １８名

予算計画

円 資料等コピー代、書類発送用封筒代
円 公用車ガソリン代
円 資料等発送用郵便料金
円

（歳入内訳　単位：千円） （歳出内訳　単位：千円）

会計名 一般会計

事業名 1 農業者年金 所属名 農業委員会事務局

5 農林水産業費 1 農業費 2 農業者年金

根拠法令・要綱等

成果目標
（本年度目指すことは何か）

年金の諸手続きを適正に行うとともに、1名でも多くの加入者を
獲得する。

名称 農業者年金基金法
URL https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127

名称
URL

目
的

対象
（誰、何に対してか）

農業者年金受給者及び加入者
総合計画における位置づけ

③活力ある産業で輝くまちづくり

意図
（対象をどうするか）

年金加入対象となる方に対し、加入のメリットを伝えることで加入
を促す。また、年金を受給される方が円滑に受給できるよう各種
手続きを行う。

「４つの挑戦」から見た位置づけ
④活力に挑戦（産業振興と賑わいのまち）

本事業の必要性
（現状・成果・課題など）

農業者年金受給者及び加入者の事務手続きを適正に行うこと
により円滑な年金運営を行うことができる。
農業法人が設立され、若い年代の農業者が法人の構成員とな
り、厚生年金加入者が増えており、農業者年金加入対象が減少
している。このようななかで個人経営の農業者に加入を促進し、
将来の備えをPRする。

名称
URL

前年度予算比±30％以上の理由

　　　　　 　　　　非該当

比較

事
業
の
目
的
・
成
果
目
標
・
必
要
性

0.0

【事業内容】

【本年度の計画】

計画 開催時期 目的

前年度 本年度 差引 増減
175 千円 175 千円 0 千円

研 修 会 参 加 令 和 8 年 6 月

農業者年金加入促進のための制度説
明、優良事例の紹介が発表される特別
研修会に参加し、年金加入促進の参考
とする。

委員18名

年 金 友 の 会 総 会 開 催 令 和 8 年 7 月
農業者年金友の会の活動報告・決算及

び次年度の活動計画・予算を審議 19名

対象人数

推 進 会 議 の 開 催 令 和 8 年 12 月
農業者年金加入対象者に対し、年金加
入を促すための方策を検討するために
開催する。

12名

年 金 の 受 給 に 関 す る
諸 手 続 き

随 時
年金に関する各種届を適正に処理し、
円滑な年金運営を行う。

加入者・受給者
45名

役務費 通信運搬費 36,000
合計 175,000

款-項-目-節 科　目　名　称 前年度予算額

節 細節 予算額 主な使途

需用費
消耗品費 76,000
燃料費 63,000

139
11　役務費 36 36

本年度予算額 節 前年度予算額 本年度予算額
20-5-4-1 農業者年金事務委託費 175 175 10　需用費 139

一般財源 0 0
計 175 175 計 175 175
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